
加算有り 加算有り

介護費           
　３割分

介護費             
３割分

加算有り 加算有り

介護費             
３割分

介護費           
　３割分

4,649 4,889

基準 915 1,445 5,143 915基準

滞在費 食費

要
介
護
３

多
床
室

基準・段階
費用額    
合計       

多
床
室

要
介
護
１

基準 1,445915

3,026

☆ この概算は、１日利用分です。概算ですので実際の請求額とは、異なる場合があります。                        （単位は、円です。）　

サービス　
　提供強化
　　　看護

体制

滞在費 食費

要
介
護
認
定
区
分

5,386

サービス　
　提供強化
　　　看護

体制

2,783

ショ－トステイ入所利用料概算(３割）（１日あたり）
【サービス提供体制強化・看護体制・機能訓練指導体制・夜勤職員配置・介護職員等処遇改善加算Ⅰ有り　※Ｒ６．８～】

費用額  
　合計  

サービス　
　提供強化
　　　看護

体制

基準・段階

2,289

要
介
護
認
定
区
分

要
介
護
２

要
介
護
認
定
区
分

食費
費用額  
　合計   

食費
費用額    
合計           

滞在費基準・段階

サービス　
　提供強化
　　　看護

体制

滞在費

多
床
室

基準 915 1,4452,529

基準・段階

要
介
護
認
定
区
分

要
介
護
４

多
床
室

1,445



（３０日２４０単位　／　７３２円）

要
介
護
認
定
区
分

（往復３６８単位　／　１１２２円）

☆ この概算は、１日利用分です。概算ですので実際の請求額とは、異なる場合があります。

（　1日２２単位　／　６７円）

（３０日６６０単位　／　２０１３円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位は、円です。）　

サービス提供体制強化　
　加算（Ⅰ）

第３段階②

食　費
１日当り　　
　　　１，４４

５円

市町村民税本人非課税者だが世帯は課税又は市町村民税
本人課税者

年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下であり預
貯金額が単身６５０万円、夫婦１６５０万円以下の方

年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円超１２０万円
以下であり預貯金額が単身５５０万円、夫婦１５５０万円以
下の方

年金収入額と合計所得金額の合計が１２０万円超であり預
貯金額が単身５００万円、夫婦１５００万円以下の方

第２段階

第３段階①

利
用
者
の
所
得
段
階

滞在費

送迎加算

915 1,445 5,626

預貯金が単身１，０００万円、
夫婦２，０００万円以下の方

生活保護受給者の方

基準

第４段階　
　　　　　　
　　　（基準

3,266

（片道１８４単位　／　５６１円）

看護体制（Ⅱ）

世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税
 
 

非
課
税
世
帯
の
方

要
介
護
５

多
床
室

老齢福祉年金受給者の方

機能訓練指導体制

第１段階

（　1日８単位　／　２４円）

夜勤職員配置加算（Ⅰ）

ショ－トステイ入所利用料概算（３割）（１日あたり）
【サービス提供体制強化・看護体制・機能訓練指導体制・夜勤職員配置・介護職員等処遇改善加算Ⅰ有り　※Ｒ６．８～】

費用額合
計         

サービス　
　提供強化
　　　看護

体制

基準・段階 食費介護費　　　　　
　   　３割分

加算有り

（　１日１２単位　／　３６円）

（３０日３６０単位　／　１０９８円）

（　１日１３単位　／　３９円）

（３０日３９０単位　／　１１８９円）

内訳（朝食３００円／昼食６４５円／夕食５００円） 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 利用単位数に１４％の加算率を乗じたもの



加算有り

介護費           
　３割分

（　１日１２単位　／　３６円）

（３０日３６０単位　／　１０９８円）

☆ この概算は、１日利用分です。概算ですので実際の請求額とは、異なる場合があります。

利
用
者
の
所
得
段
階

食　費 内訳（朝食３００円／昼食６４５円／夕食５００円）

第４段階　
　　　　　　　
　　（基準）

市町村民税本人非課税者だが世帯は課税又は市町村民税本人
課税者

第２段階
サービス提供体制強化　

　加算（Ⅰ）

１日当り　　　
　　１，４４５円

生活保護受給者の方

サービス　
　提供強化
　　　体制

基準・段階

加算有り

介護費           
　３割分

費用額合
計        

要
支
援
１

多
床
室

要
支
援
認
定
区
分

要
支
援
２

多
床
室

食費

送迎加算

滞在費

（片道１８４単位　／　５６１円）

滞在費

介護予防ショ－トステイ入所利用料概算（３割）（１日あたり）
【サービス提供体制強化・機能訓練指導体制・介護職員等処遇改善加算Ⅰ有り　※Ｒ６．８～】

費用額合
計      

サービス　
　提供強化
　　　体制

基準・段階 食費

　　　　　　　　　　（単位は、円です。）　

要
支
援
認
定
区
分

第３段階①

利用単位数に１４％の加算率を乗じたもの第３段階②

（往復３６８単位　／　１１２２円）

年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下であり
預貯金額が単身６５０万円、夫婦１，６５０万円以下の方

年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円超　１２０万
円以下であり預貯金額が単身５５０万円、夫婦１，５５０万
円以下の方

老齢福祉年金受給者の方

基準 915 1,445 4,429

年金収入額と合計所得金額の合計が１２０万円超であり
預貯金額が単身５００万円、夫婦１，５００万円以下の方

（３０日６６０単位　／　２０１３円）

（　1日２２単位　／　６７円）

基準 915 1,445 2,069

機能訓練指導体制加
算

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

1,687

世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税
 
 
 

非
課
税
世
帯
の
方

預貯金が１，０００万円、   
夫婦２，０００万円以下の
方

第１段階

4,047


